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English version 　

動物実験部門の紹介

　医学・生物学の教育・研究には動物実験が必要不可欠であり、秋田大学にも実験動物の飼育と適正な動物実験
の遂行を目的として 動物実験施設が設置されております。この施設は昭和47年に研究機器センター内に設けられ
た動物部門を 前身としており、昭和55年に省令施設となり、平成16年に全学共同利用施設である秋田大学

バイオサイエンス教育・研究センターの一部門として改組されました。建物としては昭和52年に900m2

の動物実験棟が竣工し、昭和57年に1,800 m2が増築 され、そして平成21年に増改修工事が行われ、現

在3,500 m2の総床面積となっております。

　施設にはマウス、ラット、モルモット、ウサギ、イヌ、ネコ、ブタ、ヒツジなど多くの 実験動物が飼
育されており、成人病、癌、難病の原因解明と治療法・手術法の開発、 安全性の高い薬の開発、さらに
は発生、免疫、脳機能などさまざまな生命現象を解明するための研究も行われております。
　それらの研究に年間約40,000匹の動物が使われ，これらの動物を用いた実験により 論文（学位論文を
含む）及び学会発表合わせて年間に約1,000件の研究業績があげられ，また毎年30人前後の学位取得者を
出しております。

　実験動物は感情を持った生きた試薬とも言われておりますように遺伝的な特性を損なわずまた動物福祉
に適った管理が必要であり，さらに 病原体の感染を防ぎ，安定した品質を維持するための適切な環境が
必要となります。そのため動物にとって病気やストレス の原因となるものが施設内に持ち込まれないよ
うに施設への出入りは電子錠により制限され、また動物の飼育管理のために 専任教官である獣医師と専
門の技術職員が配置され，高性能の空気調和装置をはじめ精度の高い実験機器，省力化を考慮した飼育装
置が設備されております。

　動物実験によりこれまでに多くの真理が見出され今日の医学・医療が進歩してきました。しかし難病を
はじめとしてまだまだ未解決の問題が多く残されております。 世界に目を向けますとSARSなど新たな人
獣共通感染症の脅威が生じており， 身近な所ではつい最近わが国でも発生を見た狂牛病（BSE）やトリイ
ンフルエンザの問題などで、その対応が求められております。社会の成熟により動物福祉 の観念が発達
した今日，動物実験の必要性についての是非が論じられておりますが，これらの問題を解決するためには
まだまだ動物実験は必要であります。

　勿論，実験動物に与える苦痛を軽減するという“動物福祉”の考えを基にした動物の取り扱いならびに
実験操作への配慮は言を待ちません。 そのため秋田大学では動物実験規程を整備し、動物実験委員会を
設置して科学的かつ倫理的に適正な動物実験の実施に努めております。 さらに教育・啓蒙の一貫として
初年次ゼミにおいて実験動物学の講義を行うとともに，新たに動物実験を行う者を対象として毎年春に
動物の取り扱い及び実験処置に関する実技講習会を開催しております。秋には実験動物慰霊碑の前に研究
者及び関係者を集め，尊い生命を研究に捧げていただいた実験動物の霊に対し 感謝の意を込めて実験動
物慰霊式を行っております。

　最近ではヒトの糖尿病や高血圧，脳卒中などの成人病のモデルとして開発された各種の疾患モデル動物
や 遺伝子操作が施された実験動物（トランスジェニックマウス）が多くの研究に利用されております。
また遺伝子治療を目的とした動物実験も増えてきており周辺科学技術の進歩に ともない“研究の多様
化”が進んでおります。

　このような社会情勢の変化と周辺科学技術の進歩を取り入れた新たな設備・機能が動物実験部門には求
められております。これまでの機能をさらに充実し， また新たな科学技術ならびに実験動物の福祉に対
応した施設を実現することが秋田大学の発展と社会への貢献につながるものと考えております。
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EEnngglliisshh  vveerrssiioonn

沿沿革革

附属動物実験施設30年のあゆみ（秋田大学医学部三十年史より）

1970（昭和45）年4月 医学部医学科設置

1972（昭和47）年4月 研究機器センター発足

1977（昭和52）年4月 動物実験棟第一期工事完了（900m2）、「動物センター」と改称
松田幸久教務技官採用

1980（昭和55）年5月 研究機器センターより独立し、「動物実験施設」と改称
施設長奥原英二教授（生化学第一講座）、施設主任松田幸久

1981（昭和56）年4月 省令施設に認可され、医学部附属動物実験施設として発足
施設長奥原英二教授（生化学第一講座），施設助手松田幸久

1982（昭和57）年3月 第二期工事完了（総面積2,700m2）

1986（昭和61）年4月 松田幸久助手講師に昇格

1987（昭和62）年4月 施設長に吉村堅太郎教授（寄生虫学講座）就任

1988（昭和63）年10月 秋田大学医学部動物実験指針の制定

1990（平成2）年10月 松田幸久講師助教授に昇格

1991（平成3）年4月 施設長に小山研二教授（外科学第一講座）就任

1993（平成5）年3月 空調機改修工事完了

1995（平成7）年4月 施設長に増田弘毅教授（病理学第二講座）就任

1995（平成7）年4月 石郷岡技官寄生虫学講座より動物施設に配置換え

1999（平成11）年4月 施設長に河谷正仁教授（生理学第二講座）就任

2001（平成13）年4月 河原崎哲助手採用

2002（平成14）年1月 池田技官，戸井田技官，戸部技官，
速水技官，中村技官動物施設に配置換え
秋田大学医学部が21世紀COEに採択

2003（平成15）年4月 施設長に鈴木聡教授（生化学第二講座）就任
小玉技官転出
板坂技官，相場技官動物施設に配置換え

2004（平成16）年4月 全学共同施設となり，秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター動物実験部門に名
称変更
部門長に鈴木聡教授（分子医科学講座）就任
戸部技官，速水技官，中村技官，板坂技官，相場技官転出
小玉技官，伊藤技官動物実験部門兼任
石井事務補助員採用

2005（平成17）年 2月
���������3月

���������4月
���������6月

学内措置によりA棟2階中動物Conv区域の改修工事開始
A棟2階小動物SPF区域への改修工事終了
河原崎哲助手辞職，伊藤技官転出
伊藤技能系補佐員採用
山田秀一助手採用

沿革 http://www.med.akita-u.ac.jp/~doubutu/sisetu/japanese/gaiyou3.html
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2006（平成18）年4月 部門長に佐々木雄彦教授（感染制御学講座）就任
小玉技官転出
小畑技官動物実験部門に配置換え

2007（平成19）年6月
���������10月

秋田大学医学部がグローバルCOEに採択
山田秀一助教辞職

2008（平成20）年3月
���������4月
���������6月
���������8月
���������9月

伊藤技能系補佐員辞職
秋田大学動物実験規程の制定
動物実験棟の増改修工事着工
石井事務補助員辞職
小林事務補助員採用

2009（平成21）年3月
���������4月

動物実験棟の増改修工事完了（3,500m2）
石郷岡技術専門員定年退職
稲垣秀晃助教採用
川越技術専門員、柴田技術専門員動物実験部門に配置換え

2010（平成22）年7月 稲垣秀晃助教辞職

2011（平成23）年2月
���������3月
���������4月
���������5月

小林事務補佐員辞職
嵯峨事務補佐員採用
二部技術専門職員動物実験部門に配置換え
池田助教採用

2013（平成25）年3月
���������4月

佐藤技術専門員、岡部事務補佐員、助川技能補佐員退職
場﨑技術職員採用、岡部事務補佐員、佐藤技能補佐員、助川技能補佐員再雇用

施設ホームページへ

沿革 http://www.med.akita-u.ac.jp/~doubutu/sisetu/japanese/gaiyou3.html

2 / 2 13/04/30 16:23



Next

6



EEnngglliisshh  vveerrssiioonn

動動物物実実験験部部門門ススタタッッフフ

部門長（教授） 佐々木雄彦（感染制御学講座）

准�教�授 松田�幸久�獣医師、実験動物医学専門医

助���教� 池田たま子�獣医師�

技術系職員� 8人

事務補佐員（6時間パート） 2人

飼育補佐員（6時間パート） 3人

飼育補佐員（3時間パート） 2人

次頁へ
施設ホームページへ

施設職員 http://www.med.akita-u.ac.jp/~doubutu/sisetu/japanese/gaiyo...
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English version

収容動物数および主な実験内容

大動物部門

動　物　種 収容数 主　な　実　験　内　容

イ　　　ヌ 26匹 生理実験、臓器移植、疾患モデルの作出とその治療

ブ　　　タ 5匹臓器移植

ヒ　ツ　ジ 5匹胎児および新生児の治療

中動物部門

動　物　種 収容数 主　な　実　験　内　容

ウサギ
CONV 80匹 生理実験、疾患モデルの作出とその治療、

抗体作製等の免疫学、心臓血管系の研究SPF 30匹

モ ル モ ッ ト 100匹
疾患モデルの作出とその治療、抗体作製等
の免疫学

小動物部門

動　物　種 収容数 主　な　実　験　内　容

ラ ッ ト
CONV 1,000匹 毒性試験、疾患モデルの作出とその治

療、免疫学、骨異栄養症、心臓血管系
に関する研究、制癌剤SPF 1,000匹

マ ウ ス

CONV 2,500匹 毒性試験、疾患モデルの作出とその治
療、遺伝的疾患モデル動物の作出、免
疫学、制癌剤、発生学、老化に関する
研究

SPF 5,000匹

ヌード 300匹

Tgマウス

CONV 3,500匹
組換えDNA実験，遺伝子機能解析実
験，感染実験

SPF 14,000匹

感染室 700匹

次頁へ
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動動物物のの使使用用状状況況
CCeennssuuss  ooff  AAnniimmaallss  UUsseedd  iinn  RReesseeaarrcchh

過去10年間におけるマウスの使用数と飼養数（1日平均収容数）
The number of mice used in research per year and the number of mice housed per day for past ten
years

1.

動物使用数に占める各動物種の割合
Proprtion of each animal species used with animal experiments

Next����
Japanese

English

2.

shuyou http://www.med.akita-u.ac.jp/~doubutu/Default/ireisai/ireisiki15/kouen/total.html
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http://www.med.akita-u.ac.jp/̃doubutu/tayo/hyou.html

動物実験部門利用状況の推移

年間延べ入館者数

講座等 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

基礎医学系講座 5,796 6,852 6,131 5,945 8,945 14,591 17,746 18,606 16,550 13,566 10,415 9,807 7,412

臨床医学系講座 3,823 5,515 6,743 6,598 7,628 7,401 9,433 9,751 7,109 5,770 6,188 5,454 4,838

保健学科 300 417 80 63 35 34 54 77 71 80 40 　0 147

COE - - - - - 589 1,645 1,087 1,576 906 19 75 27

医学部学生 - 302 463 542 542 542 1,661 1,130 - - - - -

他学部 - - - - - 10 23 49 77 250 212 68 48

外部企業 - - - - - - - - - 1,061 867 1,377 393

合　計 9,919 13,086 13,417 13,148 17,150 23,167 30,615 30,700 26,093 21,633 17,741 16,781 12,865

1.

年間使用数

動物種 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

マウス 7,024 5,110 4,730 5,700 10,747 37,065 32,646 39,132 28,182 29,715 23,614 19,911 48,647

ラット 7,550 5,877 4,756 4,945 5,813 6,721 7,870 6,609 4,998 2,917 3,233 1,896 1,972

ハムスター 10 0 0 22 0 0 0 0 9 0 0 0 0

スナネズミ 0 0 0 90 113 7 0 0 0 0 0 0 0

ウサギ 366 361 310 303 299 243 234 320 445 313 251 157 50

モルモット 208 91 313 259 70 94 168 75 90 82 81 47 7

ネコ 8 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0

イヌ 34 25 28 10 3 17 7 3 25 8 14 23 4

ニワトリ 31 9 15 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0

ブタ 38 30 20 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0

ヒツジ 1 2 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0

合　計 15,270 11,506 10,176 11,342 17,058 44,151 40,926 46,140 33,749 33,035 27,195 22,034 50,680

2.



http://www.med.akita-u.ac.jp/̃doubutu/tayo/hyou.html

年間延べ飼育数

動物種 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

マウス 587,206 468,166 1,217,240 4,209,534 3,676,571 5,615,507 5,711,500 4,742,879 3,856,632 5,038,033 4,870,501

ラット 346,820 375,196 448,187 414,837 392,555 408,022 270,711 186,931 161,204 194,937 220,845

ハムスター 0 1,166 0 0 0 450 45 0 0 0 0

スナネズミ 0 8,002 5,939 357 0 0 0 0 0 0 0

ウサギ 16,930 25,263 26,201 26,620 21,739 19,448 20,612 20,211 14,663 7,168 8,761

モルモット 11,072 10,598 6,235 8,724 3,919 1,808 1,569 3,053 1,918 1,226 841

ネコ 1,095 3 0 0 0 112 730 730 326 0 0

イヌ 6,022 7,209 7,815 9,344 9,358 9,407 9,101 8,444 2,737 6,384 1,362

ニワトリ 5,813 3,529 27 0 0 0 0 0 0 0 0

ブタ 235 11 0 2 1 0 0 0 0 0 0

ヒツジ 325 355 56 166 0 0 0 0 0 0 0

合　計 975,518 899,495 1,711,700 4,669,582 4,104,142 6,054,754 6,018,115 4,962,148 4,037,480 5,247,748 5,102,310

3.

一日平均飼育数

動物種 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

マウス 2,226 1,866 1,609 1,283 3,335 11,533 10,073 15,385 15,648 12,994 10,566 13,803 13,344

ラット 1,501 1,342 950 1,028 1,228 1,137 1,075 1,118 752 512 442 534 605

ハムスター 1.3 0 0 3.2 0 0 0 1.2 0.1 0 0 0 0

スナネズミ 0 0 0 22 16 1.0 0 0 0 0 0 0 0

ウサギ 97 72 46 69 72 73 60 53 56 55 40 20 24

モルモット 18 24 30 29 17 24 11 5 4 8 5 3 2

ネコ 5 4 3 0.0 0 0 0 0.3 2 2 1 0 0

イヌ 19 15 16 20 21 26 26 26 25 23 7 17 4

ニワトリ 20 12 16 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブタ 1.2 1.8 0.6 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0

ヒツジ 0.4 0.7 0.9 1.0 0.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0

合　計 3,889 3,336 2,673 2,464 4,690 12,794 11,245 16,588 16,488 13,594 11,061 14,377 13,979

4.
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実験室および実験機器利用状況

実験室/機器名 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

大動物実験室(1) 242 255 263 759 468 399 283 484 463 447 442 423 296 239

大動物実験室(2) 149 148 258 229 677 1,268 389 621 335 198 22 12 - 6

大動物実験室(3) 190 206 147 190 158 130 254 20 - - - - - -

大動物実験室(4) 351 297 430 369 677 303 486 589 - - - - 3 49

SPF(A)小動物実験室 669 283 220 512 476 234 347 226 - - - - - -

SPF(B)小動物実験室 493 348 326 1,201 2,078 2,098 2,182 1,861 27 42 75 36 56 131

CONV小動物実験室 577 562 430 643 885 2,025 2,196 2,668 781 873 837 524 446 237

感染実験室 601 688 434 682 291 932 4,381 2,606 1,425 1,796 465 193 18 85

X線室 47 7 1 25 33 8 33 16 24 236 216 - 120 120

Ｘ線照射装置 　 　 　 　 　 　 87 96 139 225 205 211 211 255

Ｘ線撮影装置 21 1 6 0 0 2 　4 2 10 0 0 - - -

血圧測定装置 - - - - - - - - - 0 11 14 38 59

生化学自動分析装置 - - - - - - - - - - 84 90 45 13

手術用顕微鏡 - - - - - - - - - - 101 4 5 8

IVISイメージング - - - - - - - - - - 1 35 10 28

小動物用吸入麻酔機 - - - - - - - - - - - - 15 75

5.
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English version ｜施設1階｜施設2階｜施設3階｜

次頁へ
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配置図 ｜施設1階｜施設2階｜施設3階｜

次頁へ
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配置図 ｜施設1階｜施設2階｜施設3階｜

次頁へ
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増改修後の動物実験棟

主に１階部分

　　

　開所式（平成20年５月15日）　　　　　　　増改修後の動物実験棟（3,500㎡）

　　
技術職員室（１Ｆ）　　　　　　　　　　　　　　女子更衣室（１Ｆ）

　　（学内 LANによる業務日誌等の提出）　　　　　　　　　（シャワーも完備） 　　　　　　　　　　　

　　

大実験室（１Ｆ）　　　　　　　　　　　　セミナー室（２Ｆ）

（実験者への実技講習会風景）　　　　　　　　（実験者への教育訓練）

16



２階部分

　　 　

SPF(A)区域（２Ｆ）　　　　　　　　　　　　　SPF(B)区域（２Ｆ）

（免疫不全マウス飼育区域）　　　　　　　　　　（一般 SPFマウス飼育区域） 　　　　　　　　　

　　

SPF(B)区域実験室（２Ｆ）　　　　　　　　　SPF(B)区域実験室（２Ｆ）

（超音波高解像度イメージングシステム）　　　　　　（小動物用Ｘ線照射装置）

　　

SPFウサギ飼育室（２Ｆ）　　　　　　　　　SPFウサギ実験室（２Ｆ）
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３階部分

　　

クリーンラット飼育室（３Ｆ）　　　　　　　　　クリーンラット実験室（３Ｆ）

　　

感染実験区域入り口　　　　　　　　　　　　　感染実験区域

（指紋照合により入室）　　　　　　　　　　　　（内部準備室）

　

　　

感染実験区域 P3(1)　　　　　　　　　　　　　　感染実験区域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（外部準備室）
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国立大学法人秋田大学動物実験規程

第１章　総則

（趣旨及び基本原則）

第１条　この規程は，研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成 18 年文部科学

省告示第 71 号。以下「文科省基本指針」という。）第２第２項の規定に基づき，国立大学法人秋田

大学（以下「本学」という。）において動物実験等を適正に行うため，必要な事項を定めるものと

する。

２　動物実験等の実施に当たっては，動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号。

以下「法」という。），実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成 18 年環境省

告示第 88 号。以下「飼養保管基準」という。），文科省基本指針，動物実験の適正な実施に向けた

ガイドライン（平成 18 年６月１日日本学術会議策定。以下「ガイドライン」という。），動物の処

分方法に関する指針（平成７年総理府告示第 40 号），その他の法令等に定めがあるもののほか，こ

の規程を遵守し，動物実験の原則である次の各号に掲げる事項（３Ｒ）に基づき，適正に行わなけ

ればならない。

一　代替法の利用（Replacement）　科学上の利用の目的を達することができる範囲において，で

きる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用する。

二　使用数の削減（Reduction）　科学上の利用の目的を達することができる範囲において，でき

る限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに

配慮する。

三　苦痛の軽減（Refinement）　科学上の利用に必要な限度において，できる限り動物に苦痛を与

えない方法によってしなければならない。

（定義）

第２条　この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

一　動物実験等　本条第２号に規定する実験動物を教育，試験研究又は生物学的製剤の製造の用

その他の科学上の利用に供することをいう。

二　実験動物　動物実験等の利用に供するため，施設等で飼養又は保管している哺乳類，鳥類又

は爬虫類に属する動物（施設等に導入するために輸送中のものを含む）をいう。

三　飼養保管施設　実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設・設備をい

う。

四　実験室　実験動物に実験操作（４８時間以内の一時的保管を含む。）を行う動物実験室をいう。

五　施設等　飼養保管施設及び実験室をいう。

六　動物実験計画　動物実験等の実施に関する計画をいう。

七　動物実験実施者　動物実験等を実施する者をいう。

八　動物実験責任者　動物実験実施者のうち，動物実験等の実施に関する業務を統括する者をい

う。
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九　管理者 学長の命を受け，実験動物及び施設等を管理する者（教育文化学部長，医学部長，工

学資源学部長，バイオサイエンス教育・研究センター長）をいう。

十　実験動物管理者　実験動物に関する知識及び経験を有する教員で，管理者を補佐し，実験動

物の管理を担当する者をいう。

十一　飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者を

いう。

十二　管理者等　学長，管理者，実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者をいう。

十三　指針等　動物実験等に関して各行政機関の定める基本指針及びガイドラインをいう。

（適用範囲）

第３条　この規程は，本学において実施される哺乳類，鳥類，爬虫類の生体を用いる全ての動物実験

等に適用する。

２　動物実験責任者は，動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合，委託先においても，

動物実験に関して各行政機関の定める基本指針に基づき，動物実験等が実施されることを確認しな

ければならない。

第２章　動物実験倫理委員会

（委員会の設置）

第４条　本学に，動物実験計画の承認，実施状況及び結果の把握，飼養保管施設及び実験室の使用承

認，教育訓練，自己点検・評価，情報公開，その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言

を行わせるため，秋田大学動物実験倫理委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（委員会の任務）

第５条　委員会は，次の各号に掲げる事項について審議又は調査し，学長に報告し，意見を具申し，

又は助言する。

一　動物実験計画の指針等及び本規程に対する適合性に関すること。

二　動物実験計画の実施状況及び結果に関し，指導助言すること。

三　施設等の維持管理及び実験動物の飼養保管状況に関し，指導助言すること。

四　動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関

すること。

五　自己点検・評価に関すること。

六　その他，動物実験等の適正な実施のために必要な事項に関すること。

（委員会の組織）

第６条　委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。

一　バイオサイエンス教育・研究センター教育研究連携部門長

二　バイオサイエンス教育・研究センター動物実験部門長

三　動物実験等に関して優れた識見を有する者　３名
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四　実験動物に関して優れた識見を有する者　２名

五　前４号以外の自然科学系の教員のうちから　１名

六　人文・社会科学系の教員のうちから　１名

七　その他委員長が必要と認める者

（委員の任期等）

第７条　前条第３号，第４号，第５号，第６号及び第７号の委員は，バイオサイエンス教育・研究セ

ンター長の推薦に基づき，学長が委嘱する。

２　前項の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期

間とする。

（委員長）

第８条　委員会の委員長は，バイオサイエンス教育・研究センター教育研究連携部門長とする。

２　委員長は，委員会を主宰し，その議長となる。

３　委員会に副委員長を置き，委員長の指名する委員をもって充てる。

４　副委員長は委員長を助け，委員長に事故があるときは，その職務を代行する。

（議事）

第９条　委員会は，委員の３分の２以上の出席がなければ開くことができない。

２　議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数の場合は，議長の決するところによる。

３　委員会が必要と認めたときは，委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができる。

（持ち回り委員会による動物実験計画書等の審査）

第 10 条　動物実験計画書の審査等に当たっては，研究の遅延を防止するために学内 LAN を利用した

持ち回り委員会で行うことができる。

２　学内 LAN を利用した持ち回り委員会の場合は，委員の３分の２以上の回答により成立する。

３　前項の議事は，回答委員の過半数をもって決し，可否同数の場合は，議長の決するところによる。

４　委員は，自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審査に加わってはならない。

５　委員は，動物実験計画に関して知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。

　

（庶務）

第 11 条　委員会の庶務は，学術研究課において処理し，委員会の開催に関する議事録等の作成及び

承認された動物実験計画書の保管等を行うものとする。

第３章　動物実験等の実施

（動物実験計画の立案，申請，審査等）

第 12 条　動物実験責任者は，動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から，次

の各号に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し，「秋田大学動物実験計画書」（別紙様式第１
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号）により学長に申請しなければならない。

一　研究の目的，意義及び必要性を明確にすること。

二　代替法を考慮して，実験動物を適切に利用すること。

三　実験動物の使用数削減のため，動物実験等の目的に適した実験動物種の選定，動物実験成績の

精度と再現性を左右する実験動物の数，遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮する

こと。

四　苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。

五　致死的な毒性試験，感染実験，放射線照射実験その他の苦痛度の高い動物実験等を行う場合は，

人道的エンドポイント（実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミングを

いう。）の設定を検討すること。

２　学長は，前項の申請があったときは，委員会に審査を付託する。

３　委員会は，前項の審査の過程において，必要に応じ，動物実験責任者に対し，助言を与え，又は

動物実験計画書を修正させる等，動物実験計画書の承認に当たっては必要な措置を講じることがで

きるものとする。

４　学長は，委員会の審査を受けて，第１項の申請について承認を与えるか否かの決定を行い，速や

かに動物実験責任者に通知する。

５　動物実験責任者は，動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ，実験を行うことがで

きない。

６　学長は，第４項の規定により承認を与えた動物実験計画について，実験の実施状況に基づく委員

会の助言を受けて，実験の禁止又は中止を勧告することができる。

（動物実験計画書の更新及び変更）

第 13条　一度承認を受けた実験計画の有効期間は，承認日から３年間とする。

２　有効期間満了後に更新又は新規の動物実験計画書を申請する条件として，動物実験計画書に記さ

れている動物実験実施者及び飼養者が，委員会が開催する教育訓練を過去３年間に少なくとも１度

は受けていなければならないものとする。

３　前項の規定は，動物実験計画書の変更について準用する。

４　有効期間内に動物実験実施者，実験動物種及び使用数を変更するときは，「動物実験計画変更承

認申請書」（別紙様式第２号）により，学長に申請しなければならない。

（動物実験計画の終了又は中止報告）

第 14条　動物実験責任者は，実験を終了し，又は自ら中止したときは，速やかに「動物実験終了（中

止）報告書」（別紙様式第３号）により，学長に報告しなければならない。

　

（実験操作）

第 15 条　動物実験実施者は，動物実験等の実施に当たって，法，飼養保管基準，指針等に即すると

ともに，特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

一　適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。

二　動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。

22



5

ア　適切な麻酔薬，鎮痛薬等の利用

イ　実験の終了の時期（人道的エンドポイントを含む。）の配慮

ウ　適切な術後管理

エ　適切な安楽死の選択

三　安全管理に注意を払うべき実験（物理的，化学的に危険な材料，病原体，遺伝子組換え動物等

を用いる実験）については，関係法令等及び本学における関連する規程等に従うこと。

四　物理的，化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について，安全のための適切な施

設や設備を確保すること。

五　実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。

六　侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては，１年以上の経験並びに相応の知識及び技術を有

する者の指導下で行うこと。

２　動物実験責任者は，毎年４月３０日までに，「動物実験実施状況（結果）報告書」（別紙様式第４

号）により，前年度の使用動物数，計画からの変更の有無，成果等について，学長に報告しなけれ

ばならない。

第４章　施設等

（飼養保管施設の承認）

第 16 条　実験動物の飼養若しくは保管又は動物実験等は，学長の承認を得た飼養保管施設でなけれ

ば行うことができない。

２　管理者は，飼養保管施設を設置（変更を含む。）しようとする場合は，「飼養保管施設設置（変更）

承認申請書」（別紙様式第５号）により，学長に申請しなければならない。

３　学長は，申請された飼養保管施設を委員会に調査させ，委員会の調査結果及び助言により，承認

を行うか否かの決定を行い，管理者に通知する。

（飼養保管施設の要件）

第 17条　飼養保管施設は，次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

一　適切な温度，湿度，換気，明るさ等を保つことができる構造等であること。

二　動物種や飼養保管数等に応じた飼育設備を有すること。

三　床，内壁等の清掃，消毒等が容易な構造で，器材の洗浄，消毒等を行う衛生設備を有すること。

四　実験動物が逸走しない構造及び強度を有し，実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が

維持されていること。

五　臭気，騒音，廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

六　実験動物管理者が置かれていること。

（実験室の設置）

第 18 条　動物実験等は，学長の承認を得た実験室でなければ行うことができない。４８時間以内の

一時的保管の場合であっても，同様とする。

２　管理者は，飼養保管施設以外において，実験室を設置（変更を含む。）しようとする場合は，「実

験室設置承認（変更）申請書」（別紙様式第６号）により，学長に申請しなければならない。
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３　学長は，申請された実験室を委員会に調査させ，委員会の調査結果及び助言により，承認を行う

か否かの決定を行い，管理者に通知する。

（実験室の要件）

第 19条　実験室は，次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

一　実験動物が逸走しない構造及び強度を有し，実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が

維持されていること。

二　排泄物や血液等による汚染に対して清掃及び消毒が容易な構造であること。

三　常に清潔な状態を保ち，臭気，騒音，廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がと

られていること。

（施設等の維持管理及び改善）

第 20 条　管理者は，実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び

改善に努めなければならない。

（施設等の廃止）

第 21 条　管理者は，施設等を廃止する場合は，「施設等（飼養保管施設・動物実験室）廃止届」（別

紙様式第７号）により，速やかに学長に届け出なければならない。

２　学長は，前項の届出について，必要に応じて委員会に調査させることができる。

３　管理者は，施設等を廃止する場合は，必要に応じて，動物実験責任者と協力し，飼養保管中の実

験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。

第５章　実験動物の飼養及び保管

（マニュアルの作成と周知）

第 22 条　管理者及び実験動物管理者は，飼養及び保管のマニュアルを定め，動物実験実施者及び飼

養者に周知しなければならない。

（実験動物の健康及び安全の保持）

第 23 条　実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，飼養保管基準を遵守し，実験動物の健康

及び安全の保持に努めなければならない。

（実験動物の導入）

第 24 条　管理者は，実験動物の導入に当たっては，関連法令及び指針等に基づき適正に管理してい

る機関から導入しなければならない。

２　実験動物管理者は，実験動物の導入に当たっては，適切な検疫，隔離飼育等を行わなければなら

ない。

３　実験動物管理者は，実験動物の飼養環境への順化・順応を図るために必要な措置を講じなければ

ならない。
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（給餌・給水）

第 25条　実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，実験動物の生理，生態，習性等に応じて，

適切に給餌・給水を行わなければならない。

（健康管理）

第 26 条　実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，実験目的以外の傷害及び疾病を予防する

ため，実験動物に必要な健康管理を行わなければならない。

２　実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，実験動物が実験目的以外の傷害を被り，又は疾

病に罹った場合は，適切な治療等を行わなければならない。

（異種又は複数の実験動物の飼育）

第 27 条　実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，異種又は複数の実験動物を同一施設内で

飼養，保管する場合は，その組み合わせを考慮した収容を行わなければならない。

（記録の保管及び報告）

第 28 条　管理者等は，実験動物の入手先，飼育履歴，病歴等に関する記録を整備，保管しなければ

ならない。

２　管理者は，年度ごとに飼養保管した実験動物の種類，数等について，「飼養保管状況報告書」（別

紙様式第８号）により，学長に報告しなければならない。

（譲渡等の際の情報提供）

第 29 条　管理者等は，実験動物の譲渡に当たっては，その特性，飼養保管の方法，感染性疾病等に

関する情報を譲渡先へ提供しなければならない。

（輸送）

第 30 条　管理者等は，実験動物の輸送に当たっては，飼養保管基準を遵守し，実験動物の健康及び

安全の確保並びに人への危害防止に努めなければならない。

第６章　安全管理

（危害防止）

第 31条　管理者は，逸走に備え実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。

２　管理者は，人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には，速やか

に関係機関へ連絡しなければならない。

３　管理者は，実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者へ実験動物由来の感染症，実験動物によ

る咬傷等に対する予防措置を講じるとともに，感染症等の発生時には必要な措置を講じなければな

らない。

４　管理者は，毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は，人に対する危害発生防止のため，
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飼養保管基準第３第３項に基づき必要な事項を別途定めなければならない。

５　管理者は，実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう，

必要な措置を講じなければならない。

（緊急時の対応）

第 32 条　管理者は，地震，火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し，関係者に対

して周知を図らなければならない。

２　管理者は，緊急事態発生時において，実験動物の保護及び実験動物の逸走による危害防止に努め

なければならない。

第７章　教育訓練

（教育訓練）

第 33 条　実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，次の各号に定める所定の教育訓練を受け

なければならない。

一　関連法令，指針等及び本学の定める規程等

二　動物実験等の方法に関する基本的事項

三　実験動物の飼養保管に関する基本的事項

四　安全確保及び安全管理に関する事項

五　その他，適切な動物実験等の実施に関する事項

２　動物実験実施者は，前項に定める教育訓練を受けなければ動物実験等を行ってはならない。

３　管理者は，教育訓練の実施日，教育内容，講師及び受講者名に関する記録を整備し，保管しなけ

ればならない。

第８章　自己点検・評価及び検証

（自己点検・評価及び検証）

第 34 条　学長は，動物実験等の実施に関する透明性を確保するため定期的に，文科省基本指針に対

する適合性に関し，自己点検・評価を行わなければならない。

２　前項の自己点検・評価は委員会が行い，速やかにその結果を学長に報告しなければならない。

３　委員会は，管理者，実験動物管理者，動物実験責任者，動物実験実施者，飼養者等に対し，自己

点検・評価のための資料を提出させることができる。

４　学長は，自己点検・評価の結果について，学外者による検証を受けるよう努めなければならない。

第９章　情報公開

（情報の公開）

第 35 条　本学における，動物実験等に関する情報（動物実験等に関する規程，実験動物の飼養保管

状況，自己点検・評価及び検証の結果等）については，毎年 1回程度公表するものとする。
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第１０章　雑則

（実験動物以外の動物の使用）

第 36 条　第２条第２号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については，飼養保管基

準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。

（補則）

第 37条　この規程に定めるもののほか，動物実験に関し必要な事項は，学長が別に定める。

附　則

１　この規程は，平成２０年４月１日から施行する。

２　秋田大学動物実験倫理指針（平成 17年 4 月 12日制定規則第 174 号）は，廃止する。

３　廃止前の秋田大学動物実験倫理指針に基づく動物実験等の承認は，この規程によりなされた承認

とみなす。

４　この規程施行前から引き続き使用する施設等にあっては，管理者はこの規程の施行後 30 日以内

に，第１６条第２項の規定に基づき学長に申請しなければならない。

５　前項の申請を行った施設等については，第１６条第３項の規定による承認を行うか否かが決定さ

れるまでの間，従前のとおり使用することができるものとする。
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